
 四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

平成２８年１２月２１日  

四日市市長  田 中 俊 行  

 

四日市市条例第５０号  

四日市市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例  

四日市市職員退職手当支給条例（昭和３１年四日市市条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 

改正後 改正前 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第１０条 （略） 第１０条 （略） 

２から４まで （略） ２から４まで （略） 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員

（第７項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者とみ

なしたならば同法第３７条の２第１項

に規定する高年齢被保険者に該当する

者のうち、第１号に掲げる額が第２号

に掲げる額に満たない者が退職の日後

失業している場合には、一般の退職手

当等のほか、第２号に掲げる額から第

１号に掲げる額を減じた額に相当する

金額を、退職手当として、同法の規定

による高年齢求職者給付金の支給の条

件に従い支給する。 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員

（第７項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者と、

その者が退職の際勤務していた当該地

方公共団体の事務を同法第５条第１項

に規定する適用事業とみなしたならば

同法第３７条の２第１項に規定する高

年齢継続被保険者に該当する者のう

ち、第１号に掲げる額が第２号に掲げ

る額に満たない者が退職の日後失業し

ている場合には、一般の退職手当等の

ほか、第２号に掲げる額から第１号に

掲げる額を減じた額に相当する金額

を、退職手当として、同法の規定によ

る高年齢求職者給付金の支給の条件に

従い支給する。 

(1) （略） (1) （略） 



(2) その者を雇用保険法第３７条の３

第２項に規定する高年齢受給資格者

と、その者の基準勤続期間（第２項

に規定する基準勤続期間をいう。以

下この条において同じ。）を同法第

１７条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第２０条

第１項第１号に規定する離職の日

と、その者の基準勤続期間の年月数

を同法第３７条の４第３項の規定に

よる期間の年月数とみなして同法の

規定を適用した場合に、その者が支

給を受けることができる高年齢求職

者給付金の額に相当する額 

(2) その者を雇用保険法第３７条の３

第２項に規定する高年齢受給資格者

と、その者の基準勤続期間（第２項

に規定する基準勤続期間をいう。以

下この条において同じ。）を同法第

１７条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第２０条

第１項第１号に規定する離職の日

と、その者の基準勤続期間の年月数

を同法第３７条の４第３項前段の規

定による期間の年月数とみなして同

法の規定を適用した場合に、その者

が支給を受けることができる高年齢

求職者給付金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員

（第８項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者とみ

なしたならば同法第３７条の２第１項

に規定する高年齢被保険者に該当する

ものが退職の日後失業している場合に

おいて、退職した者が一般の退職手当

等の支給を受けないときは、前項第２

号の規定の例によりその者につき同法

の規定を適用した場合にその者が支給

を受けることができる高年齢求職者給

付金の額に相当する金額を、退職手当

として、同法の規定による高年齢求職

者給付金の支給の条件に従い支給す

る。 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員

（第８項の規定に該当する者を除

く。）であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者と、

その者が退職の際勤務していた当該地

方公共団体の事務を同法第５条第１項

に規定する適用事業とみなしたならば

同法第３７条の２第１項に規定する高

年齢継続被保険者に該当するものが退

職の日後失業している場合において、

退職した者が一般の退職手当等の支給

を受けないときは、前項第２号の規定

の例によりその者につき同法の規定を

適用した場合にその者が支給を受ける

ことができる高年齢求職者給付金の額

に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による高年齢求職者給付金

の支給の条件に従い支給する。 



７から１０まで （略） ７から１０まで （略） 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前

項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給

を受けることができる者で、次の各号

の規定に該当する者に対しては、それ

ぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手

当として、雇用保険法の規定による技

能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就

業促進手当、移転費又は求職活動支援

費の支給の条件に従い支給する。 

１１ 第１項、第３項及び第５項から前

項までに定めるもののほか、第１項又

は第３項の規定による退職手当の支給

を受けることができる者で、次の各号

の規定に該当する者に対しては、それ

ぞれ当該各号に掲げる金額を、退職手

当として、雇用保険法の規定による技

能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就

業促進手当、移転費又は広域求職活動

費の支給の条件に従い支給する。 

(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

(6) 求職活動に伴い雇用保険法第５９

条第１項各号のいずれかに該当する

行為をする者 同条第２項に規定す

る求職活動支援費の額に相当する金

額 

(6) 公共職業安定所の紹介により広範

囲の地域にわたる求職活動をする者

 雇用保険法第５９条第２項に規定

する広域求職活動費の額に相当する

金額 

１２から１４まで （略） １２から１４まで （略） 

１５ 第１１項の規定は、第５項又は第

６項の規定による退職手当の支給を受

けることができる者（第５項又は第６

項の規定により退職手当の支給を受け

た者であって、当該退職手当の支給に

係る退職の日の翌日から起算して１年

を経過していないものを含む。）及び

第７項又は第８項の規定による退職手

当の支給を受けることができる者（第

７項又は第８項の規定による退職手当

の支給を受けた者であって、当該退職

手当の支給に係る退職の日の翌日から

起算して６月を経過していないものを

含む）。について準用する。この場合

１５ 第１１項の規定は、第７項又は第

８項の規定による退職手当の支給を受

けることができる者（これらの規定に

よる退職手当の支給を受けた者であっ

て、当該退職手当の支給に係る退職の

日の翌日から起算して６月を経過して

いないものを含む）。について準用す

る。この場合において、第１１項中

「次の各号」とあるのは「第４号から

第６号まで」と、「技能習得手当、寄

宿手当、傷病手当、就業促進手当」と

あるのは「就業促進手当」と読み替え

るものとする。 



において、第１１項中「次の各号」と

あるのは「第４号から第６号まで」

と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当」とあるのは「就

業促進手当」と読み替えるものとす

る。 

１６及び１７ （略） １６及び１７ （略） 

 

附 則 

この条例は、平成２９年１月１日から施行する。 

（総務部人事課） 


